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「令和５年度第２回秋田県地域職業能力開発促進協議会」を開催します 

 

 秋田労働局は、秋田県との共催により、令和５年度第２回秋田県地域職業能

力開発促進協議会（以下「協議会」という。）を下記のとおり開催いたしますの

でお知らせします。 

この協議会は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の規定

に基づき、秋田労働局と秋田県が令和４年 10 月に設置しました。 

官民連携してリスキリング（学び直し）を広げる重要性が高まる中、地域の

関係者に委員として参画いただき、地域内で実施されている職業訓練や人材育

成支援の現状と今後の方向性等について協議を行います。 

  

記 

 

１ 日 時  令和６年３月２１日(木)午前１０時～午前１１時４５分 

 

２ 場 所  アキタパークホテル（２階・プラチナルーム） 

（秋田市山王４丁目５－１０） 

 

３ 議 題 （１）秋田県地域職業能力開発促進協議会設置要綱の改正について 

           （２）令和５年度第１回地域職業能力開発促進協議会・協議状況について 

（３）令和６年度秋田県職業訓練実施計画（案）について 

（４）教育訓練給付制度の指定講座拡大について 

（５）公的職業訓練の実施状況及び訓練ニーズ等について 

（６）ワーキンググループにおいて効果検証する訓練分野について 

 

４ 構成員  別添「秋田県地域職業能力開発促進協議会委員所属一覧」のとおり 

 

５ その他  当日資料を報道関係者席へ配架しますが、事前に必要な場合は上記の

照会先へお問い合わせください。 

令和６年３月 18日 

【照会先】 

秋田労働局 職業安定部訓練課 

課    長  小笠原 洋 行 
 
地方人材育成 
対 策 担 当 官    

 
電    話  018-883-0006 

Press Release 

伊 藤 昇 子 



地域職業能力開発促進協議会（令和４年１０月施行）

①公的職業訓練における人材ニーズを踏まえた訓練コースの設定

訓練効果の把握・検証

修了者

採用企業

訓練機関ヒアリング

カリキュラ
ム等の改善

キャリアコンサルティング、そ
の他の職業能力開発に関する取
組の共有
キャリアコンサルティング、リカレント教育等

地域の人材ニーズや検証を踏まえた
「地域職業訓練実施計画」の策定

訓練コースの設定
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職業訓練の実施

職業訓練機関等

将来的に必要となるスキルも含
め、地域の詳細な人材ニーズの
把握

経済情報、労働市場情報、企業ニーズ等

⇒ ニーズを踏まえた精度の高い訓練を実施

⇒ 個別コースの質の向上を促進

②公的職業訓練における訓練効果の把握・検証
(協議会の下のワーキンググループで実施)

・・・主催①都道府県労働局 ②都道府県 ③公共職業能力開発施設を設置する市町村

④職業訓練・教育訓練実施機関（専門学校・各種学校、高齢・障害・求職者雇用支援機構、リカレント教育実施大学等 等）

⑨その他協議会が必要と認める者（例：デジタル分野の専門家、地方自治体の生活困窮者自立支援制度主管部局 等）

⑤労働者団体 ⑥事業主団体

⑦職業紹介事業者（団体）又は特定募集情報等提供事業者（団体） ⑧学識経験者

国及び都道府県は、地域の関係者・関係機関を参集し、職業能力に関する有用な情報を共有し、地
域の実情やニーズに即した公的職業訓練の設定・実施、職業訓練効果の把握・検証等を行う都道府県
単位の協議会を組織する。

【構成員】

③地域の訓練ニーズを踏まえた教育訓練給付制度に
よる訓練機会の確保等

指定講座の状況を踏まえ、訓練ニーズの高い分野等
における適切な訓練機会の確保等について協議

⇒ 協議内容の報告を受けた厚生労働省による業界団体
等を通じた訓練実施機関への指定申請勧奨等の実施に
より指定講座を拡大

「地域職業訓練実施
計画」と実績とのミ
スマッチの検証

Ｒ6.1.30 中央職業能力開発促進協議会資料より



○ 地域職業能力開発促進協議会や中央職業能力開発促進協議会の議論を踏まえ、訓練ニーズの高い分野や、地域の教育資源が十分
に活用されていない分野等の業界団体や訓練実施機関に対して、厚生労働省から教育訓練給付制度の周知広報や講座指定申請勧奨
などを実施。

教育訓練給付制度における地域の訓練ニーズを踏まえた指定講座の拡大

都道府県労働局
・都道府県

・ J E E D支部

・訓練実施機

関の団体

・事業主団体

等

地域職業能力開発促進協議会

協議事項の追加（Ｒ６新規）

地域の訓練ニーズを踏まえた教育訓練給付制度による

訓練機会の確保等について

・本省から情報提供を受けた教育訓練給付制度の指定

講座情報➀～➃について、労働局から説明するとと

もに、地域の訓練ニーズを踏まえた適切な訓練機会

の確保等について協議。

中央職業能力開発促進協議会

協議事項の追加（Ｒ６新規）

教育訓練給付制度の実施状況及び地域職業能力開発促進協議会による協議の状
況

・厚生労働省から、教育訓練給付制度の全国の講座指定状況や受給者数の状況、
地域職業能力開発促進協議会による協議の状況等を報告。

厚生労働省

①

〇 リ・スキリングによる能力向上支援を推進するため、地域職業能力開発促進協議会を活用して教育訓練給付制度にかかる地域の訓練ニー

ズを把握するとともに、指定講座の拡大により訓練機会を確保する。

情報提供（Ｒ６新規）

教育訓練給付制度の指定講座情

報を情報提供

➀都道府県別指定講座数

➁都道府県別受給者数

➂資格免許別・指定講座数（全

国・都道府県）及び受給者数

（全国計）

➃都道府県別指定講座一覧（訓

練施設・訓練コース名・期間

等）

※➀～➃は資料イメージ。

➁

報告（Ｒ６新規）

地域協議会の協議内容を報告

※地域の実情を踏まえ、労働局

や構成員が教育訓練給付の講座

拡大等のための取組（訓練実施

機関への周知広報や講座指定申

請勧奨等）を実施する場合はそ

の内容を含む。

Ｒ6.1.30 中央職業能力開発促進協議会資料より



令和５年度公的職業訓練効果検証ワーキンググループ【概要】

目的

デジタル分野（24県） ：宮城、福島、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、冨山、石川、福井、山梨、
愛知、大阪、兵庫、和歌山、岡山、徳島、愛媛、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄

ＩＴ分野（７県） ：秋田、神奈川、滋賀、京都、広島、山口、福岡
営業・販売・事務分野（12県）

：青森、岩手、山形、栃木、静岡、愛知、三重、島根、香川、高知、佐賀、鹿児島

※上記のほか、介護、製造、CADコース、理容・美容関連分野が選定された（複数分野選定した県もあり）。

令和５年度の対象分野

令和４年度 令和５年度上半期 令和５年度下半期

中央職業能力
開発促進協議
会

地域職業能力
開発促進協議
会

ワーキンググ
ループ
（ＷＧ）

選定分野のうち
３コース×３者（修了者、採用企業、実施機関）

協議会開催

ヒアリング 結果

整理

改善促進策

（案）検討

協議会

開催

２月

協議会

開催

協議会

開催

９月

地域協議会から
検討結果を報告

協議会開催

２～３月

検証対象訓練
分野を選定

協議会開催

10月～11月

ＷＧから報告① ④② ③

２～３月

１月

（参考）検討スケジュール

適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて訓練修了者等へのヒアリング等を通じ、訓練効果を把握・検証し、
訓練カリキュラム等の改善を図る。

Ｒ6.1.30 中央職業能力開発促進協議会資料より


